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○地方自治体による地域福祉計画の策定 

○ボランティア活動の振興、民生委員・児童委員の活動の充実

○社会福祉協議会、共同募金の活性化 

○苦情解決制度 

 （事業者、第三者機関）

○サービス内容

や経営情報の

開示義務化 

○第三者による

サービスの質

の評価の導入

○良質な人材の

養成・確保 

○成年後見制度 

○地域福祉権利擁護制度

○市町村、独立

行政法人福祉

医療機構によ

る情報提供 

○事業者の広告

〈利 用 者〉 

○低所得者の負担に配慮 事業者と利用者の間の契約 

に基づく利用制度 

 

相談 

申請 

公的  

助成の

決定 

サ  

ー  

ビ  

ス  

利  

用 

事業の情報の 

提供 

利用者の自立を支援する

保護制度の整備 

標準的な 

契約例の 

策定 

サービスの質

の向上 

事業の透明性

の確保 

地域福祉の充実 

利用者の自立を支援する

保護制度の整備 

事業者と

の契約 

○社会的援護を

要する人々へ

の支援 

○サービス供給

量の確保 

○管理運営体制

の充実 

○経営の自律性

の向上 

福祉需要の 

多様化 

社会福祉法人

の活性化 

多様な主体の

参入促進 

１ 社会福祉基礎構造改革の全体像 


